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当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ 

 

当社子会社の株式会社トーシンモバイル（以下「トーシンモバイル」といいます。）は、2026年３

月11日、以下のとおり、株式会社Nico（以下「Nico」といいます。）に対して、損害賠償請求訴訟

（以下「本訴」といいます。）を名古屋地方裁判所に提起いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１ 訴訟を提起した裁判所及び年月日 

（１）裁判所： 名古屋地方裁判所 

（２）訴訟提起日： 2026年３月11日 

 

２ 訴訟当事者 

（１）原告： 株式会社トーシンモバイル 

（２）被告： 株式会社Nico 

 

３ 訴訟内容及び請求額 

訴訟内容： 被告に対する損害賠償請求 

請求額： 金3055万8962円及びこれに対する遅延損害金 

 

４ 訴訟の経緯 

トーシンモバイルは、Nicoに対して、携帯電話、スマートフォン、タブレット等の端末、通信サ

ービス及びその他関連する商品・サービスの販売契約に付随する業務を委託しておりました。 

トーシンモバイルの認識としては、Nicoの従業員が、不当に端末の販売及び通信契約の締結を行

っておりました。そこで、トーシンモバイルはNicoに対し、内容証明郵便を送付するなどして損害

の賠償を求めましたが、Nicoからは支払いはなされませんでした。以上の経緯により、トーシンモ

バイルは、Nicoからの訴訟外の支払いは見込めないものと判断し、Nicoに対し本訴を提起すること

としました。 

 

５ 今後の見通し 

本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。 

以 上 

 


